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当社グループは、「経営理念」として「人と技術と商品を大切にして、新しい時代にふさわしい、美しい都市機能を、世界の国々で、
世界の人々とともに創ります。」を掲げ、この使命を遂行するためには、ステークホルダーの皆様との信頼関係を維持していくことが必
要不可欠であると考えています。当社グループへの確かな評価をもって、ステークホルダーの皆様の期待に応え、その信頼を高める
ことのできるよう、グループ経営の健全性と透明性を確保するために必要なコーポレート・ガバナンス体制の構築、整備に努めています。

経営体制について

業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る
事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役設置会社として、取締役 7 名（うち社外取締役 3
名）で構成される取締役会が経営に関する重要事項を決定し、取締
役の職務の執行を監督するとともに、監査役 4 名（うち社外監査役
3 名）で構成される監査役会が取締役の職務遂行を監査しています。

業務執行体制に関しては、国内外事業の推進を含むグループ経
営上の重要事項を審議するために四半期ごとに開催する「グロー
バル経営会議」、ならびに、国内事業に関する重要課題を審議す
るために毎月開催する「執行役員会議」の重要会議体を設けてい
ます。「グローバル経営会議」には、執行役員兼務取締役の全員
が出席し、常勤監査役も陪席しています。「執行役員会議」には、

国内執行役員兼務取締役の全員が出席しています。加えて、これ
らの重要会議の議事、結果は、社外取締役に対して、その都度、
報告しています。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を
選択している理由
　基本的な考え方に基づき、業務執行体制において、リスクマネジ
メント等常設委員会による指導、管理を強化しつつ、執行役員兼務
取締役が重要会議に出席するなどによって業務執行状況を監視し
ています。また、社外取締役が適切な助言等を行うことができるよ
う重要会議の議事、結果等を報告し、また、業務執行から独立した監
査役監査・会計監査・内部監査間の情報共有を促進するなど、それ
ぞれの役割、機能が有効に作用するよう、ガバナンス体制の最適化
を図っています。
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内部統制基本方針

１． 当社取締役および使用人並びに当社子会社の取締役等および使
用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた
めの体制

２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

３． 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他
の体制

４． 当社取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的
に行われることを確保するための体制

５． 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告
に関する体制並びに当社および子会社から成る企業集団における
業務の適正を確保するためのその他の体制

６． 監査役の職務を補助すべき使用人およびその使用人の取締役から
の独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項

７． 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、子会社の取
締役、監査役、業務を執行する社員等の職務を行うべき者その他
これらの者に相当する者および使用人またはこれらの者から報告
を受けた者が監査役に報告をするための体制、その他の監査役へ
の報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われること
を確保するための体制

８． 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な
取扱いを受けないことを確保するための体制

９． 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手
続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処
理に係る方針に関する事項

内部統制

内部統制システムに関する基本的な考え方および
その整備状況

当社グループは、「経営理念」、「経営人事理念」および「企業
行動規範」に基づき、取締役会決議をもって「内部統制基本方針」
を定めており、また、この方針に基づいて当社グループの内部統
制システムを機能させるために内部統制推進担当部門を設けて活
動を推進しています。また、内部統制の評価、監査に対応して、
業務執行各部門の業務プロセスの見える化を図り、内部統制シス
テムを整備しています。

なお、コンプライアンス、リスク管理、情報管理の体制につい

ては、各専門の委員会を常設のうえ、業務執行上必要な指導、管
理等を行っています。

リスクマネジメント

事業上のさまざまなリスクの低減を図るため、社長を委員長と
する「リスクマネジメント委員会」を設置し、全グループ法人のリ
スク管理に関する対応を含め、コンプライアンス、情報セキュリティ
対策の推進、商品の安全性確保などの社会的に大きな影響を与え
るリスク要因の早期発見とその対策の実現に取り組み、また、こ
の委員会の下位にはリスク要因別に調査、検討を行う常設委員会
を設けています。「リスクマネジメント運営委員会」では、リスク
マネジメントを全社的に機能するよう、迅速かつ的確な情報の収
集および業務執行上の指導・管理を励行、徹底しています。

コンプライアンス

  「コンプライアンス委員会」では、適正な企業活動を推進するた
めに必要な法令および企業倫理等遵守の周知徹底を図り、毎年「コ
ンプライアンス・アクションプラン」を策定のうえ、コンプライア
ンス活動を推進しています。この活動の一環として、全社員に対
する集合教育または e ラーニングによるオンデマンド教育を行うほ
か、職種・部門ごとに適宜、講習会等を励行し、参考事例、関係
法令等の周知、啓蒙活動を行っています。なお、コンプライアン
スに関する社内通報制度として「コンプライアンス相談デスク」を
開設して、職制ラインによらずして各社員から直接に相談、通報
等を受けることのできる体制を採り、これによって不正行為の未然
防止を図っています。

情報管理（情報セキュリティ）

  「情報セキュリティ委員会」では、セキュリティの維持向上をもっ
て情報資産の保護を図るために、セキュリティ・ポリシーおよび対
策基準等を定め、情報ネットワーク・システム・機器の使用、取り
扱いおよび管理のあり方等を検討、審議のうえ、その指導教育お
よび啓発活動を行っています。
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会議の議事を報告するなど、社外取締役および社外監査役の監督
または監査に必要な当社およびグループ会社の情報を提供して、
サポート、連携を図っています。

社外取締役 佐伯照道氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業
のパートナー弁護士であり、当社は同事務所に個別事案の法律事
務等を委託しています。また、同氏は、当社取引先である東洋ゴ
ム工業株式会社の社外監査役であり、同社および同社の子会社と
当社との間には、昇降機等当社製品にかかわる据付、保守等受注
の取引関係があります。また、同氏は、当社取引先であるワタベウェ
ディング株式会社の社外監査役であり、同社の子会社と当社との
間には、昇降機等当社製品にかかわる据付、保守等受注および不
動産賃貸借の取引関係があります。社外取締役 杉田伸樹氏は、
当社取引先である学校法人立命館が運営する立命館大学の教授で
あり、同法人が単独で出資する事業会社と当社との間には、昇降
機等当社製品にかかわる据付、保守等受注の取引関係があります。
社外取締役 山添茂氏は、丸紅株式会社の副会長であり、同社の
子会社と当社との間には、昇降機等当社製品にかかわる据付、保
守等受注および不動産賃貸借等の取引関係があります。社外監査
役 石川賢一氏は、当社の株主、金融取引先である株式会社りそ
な銀行に勤務され、2014 年 6 月 23 日に同行を退行されており
ますが、同行は当社株式 4,051 千株を所有し、当社は同行の親
会社である株式会社りそなホールディングス株式 258 千株を所有
しています。また、同行および同ホールディングスの子会社と当
社との間には、昇降機等当社製品にかかわる据付、保守等受注お
よび借入の取引関係があります。

なお、社外取締役 佐伯照道氏、杉田伸樹氏および山添茂氏、
ならびに社外監査役 中野正信氏および池田辰夫氏を、株式会社
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ています。

監査体制

内部監査
内部統制システムの実効性を高めるため、財務および会計に関

する相当程度の知見を有する監査委員から構成される内部監査室
において、取締役会決議をもって定める「内部監査基本規程」に
基づき、各年度の監査計画等を策定し、グループ会社のリスク調
査と評価を主体とした内部監査を実施しています。

監査役監査
監査役監査については、監査役会において監査基準、監査方針・

計画等を決定し、常勤監査役が経営および国内外事業の推進に関
する重要案件を審議する「グローバル経営会議」に陪席するほか、
業務の執行状況を聴取するなどによって、取締役の職務執行を適
切に監査しています。
　なお、監査役および監査役会の事務局として、業務執行部門とは
独立して専ら監査業務の補助的役割を担う監査役室を設け、円滑
な監査業務の推進体制を整備しています。

内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
ならびに内部統制部門との関係

監査役、会計監査人、内部監査室は、年度ごとの監査方針およ
び監査計画の策定などに対して定期的に連絡会議を実施すること
で、被監査部門に対する監査情報を共有し、有効な監査を行うた
めの活動を実施しています。
　なお、内部監査の結果報告は、取締役会に報告するほか、監査役
会、内部統制部門に報告しています。内部統制部門は、内部監査室、
会計監査人等と交流しながら、内部統制の水準向上に向けた活動
を展開し、その取り組み計画や状況を社外取締役、社外監査役が参
加する取締役会へ半期ごとに報告しています。

社外取締役および社外監査役
当社は、社外取締役 3 名、社外監査役 3 名を選任しています。

社外取締役においては、企業経営等に関わる豊富な経験と見識を
もって、客観的見地から当社の経営に有益な助言、提言をいただ
き、また、社外監査役においては、法務、財務、会計等に関わる
豊富な経験と見識等を当社の監査に活かし、客観的・専門的見地
から適切な監査を遂行いただきたいと考えています。

また、社外取締役には、「グローバル経営会議」、「執行役員会議」
の議事、結果を報告し、また、社外監査役には、監査情報の共有
のために常勤監査役・会計監査人・内部監査室間で行われる連絡
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役員報酬

役員報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等については、株主総会で決議した報酬等の限度

額の範囲内において、取締役会の決議をもって定める報酬基準に
基づき決定しています。なお、各取締役の報酬の額については、
当該基準に基づき、取締役会が選任する代表取締役社長を除く取
締役等若干名で構成される委員会に諮問のうえ、業績、他社水準、
従業員給与等を考慮して決定し、また、業績向上と拡大に向けた
取締役の経営意識の徹底と業務遂行意欲の向上を促すために、そ
の報酬の一部を役員持株会に拠出することとしています。監査役
の報酬等については、株主総会で決議した報酬等の限度額の範囲
内において、常勤・非常勤の別、監査業務の分担等の状況等を考
慮して、監査役の協議をもって決定しています。

取締役へのインセンティブ付与に関する施策
　当社は、業績連動型報酬制度およびストックオプション制度を導
入しています。ストックオプション制度は、社内取締役に対する株式
報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、一事業年度当たり
1億円以内で発行し、1個当たりの目的である株式の数1,000株と
して、400個を限度に割り当てるものです。

買収防衛策

大規模買付者に対する情報提供の要求と待機期間の設定
大規模買付ルールは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・

向上させることを目的として、当社の株券等の大規模買付行為が
行われる場合に、当社取締役会が大規模買付行為を行おうとする
者に対し、①事前に当該大規模買付行為に関する必要かつ十分な
情報の提供を求め、②当該大規模買付行為についての情報収集・
検討等を行う時間を確保したうえで、③当社取締役会が株主の皆
様に当社経営陣の計画や代替案等を提示するなど、大規模買付者
との交渉等を行っていくための手続きを定めるとともに、かかる手
続きの趣旨・目的を達成するために、大規模買付者およびその特
定株主グループに対し、大規模買付ルールに定める手続きが完了
するまで大規模買付行為に着手することをお待ちいただくことを要
請します。

独立委員会の設置と独立委員会への諮問
　大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役会の恣意的判断
を排するため、社外取締役、社外監査役または社外の有識者（会社
経営者、弁護士、公認会計士および学識経験者等）で、当社経営陣か
ら独立した者のみから構成される独立委員会を設置しています。大
規模買付ルールにおいては、事前に定められた客観的発動要件が
充足されなければ対抗措置が発動されないように設定しています。
また、大規模買付者に対しての追加の情報開示を要求する場合、取
締役会検討期間の延長を決議する場合、新株引受権の無償割当に
よる対抗措置を採る場合など、大規模買付ルールにかかる重大な
判断に際しては、独立委員会に諮問することとし、当社取締役会は
独立委員会の勧告を最大限尊重しなければならないこととされて
おり、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で大規模買付
ルールの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
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